
現行 令和５年４月１日～ ●深夜（22：00～5：00）の時間帯に60時間超の

60時間以下 25% 25%  時間外労働を行った場合

60時間超 25% 50%  ➡ 深夜25％＋時間外50％＝割増賃金率75％

35% 35% ●時間外労働が60時間を超えたあと、法定休日労

25% 25%  働を行った場合

 ➡ 割増賃金率35％（法定休日は60時間に含めない）

時間外労働

休日労働（法定休日）

深夜労働

割増賃金

◆１か月の時間外労働の累計が６０時間を超えた時点から割増賃金率が５０％以上となります。
時間外労働

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

４時間 ２時間 ３時間 ２時間 ３時間 ➡ 35%
8 9 10 11 12 13 14

５時間 ５時間 ２時間 ８時間 ➡ 25%
15 16 17 18 19 20 21

２時間 ２時間 ２時間 ３時間 ３時間 ８時間 ➡ 50%
22 23 24 25 26 27 28

４時間 ５時間 ５時間 ２時間

29 30 31

１時間 １時間

法定休日

【割増賃金率】

月60時間超の時間外労働

◆1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康確保のため、労使協定を締結すること

 により、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与することができます。

（例）1か月76時間の時間外労働を行った場合

  ≪代替休暇≫の時間数 ＝ （７６時間－６０時間）× 換算率２５％ ＝ ４時間

【換算率の計算】

引き上げ分

  代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率

  代替休暇を取得した場合の割増賃金率

  換算率（ 1.50 - 1.25 ＝ 0.25 ）

1.50

1.25

 
 

  

 

 
 

 

令和５年４月１日から、月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

《筆者：古谷野》 

 

 

労働時間の管理に 

注意が必要ですね！ 

 

1.00 

1.25 

1.50 

●算定基礎届による標準報酬月額の改定は９月分より適用となります。 
各人ごとの保険料については、順次担当よりお知らせ致します。 

●新型コロナウイルスに感染した方が傷病手当金を申請する場合、原則、医師の証明等が不要になりました。 

  おおむね１０日以内の療養が対象となりますので、別途証明が必要な場合があります。 
●雇用保険料率が改定になります。（令和４年 10 月 1 日改正） 
  年度の途中ですが、労働者負担分・事業主負担分ともに変更となりますので、順次お知らせ致します。 
●最低賃金の改正について（令和４年 10 月 1 日改正） 

栃木県では、８８２円から９１３円へ３１円の引き上げになる予定です。    

●育児・介護休業規則（令和４年 10 月 1 日改正） 
 「育児・介護休業規則」のひな型を準備しておりますので詳しくは担当までご相談ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 
 
  

 

 

 
1   8,000 8 1,000   OK 
1  

15 12 250 8 900 913
 

私のひとこと 


